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四国ミロク会計人会 会則

第１条（名 称）
本会は、四国ミロク会計人会と称する。

第２条（会 員）

１、本会の会員は、株式会社ミロク情報サービス（以下「MJS」と称す）の
コンピュータシステム及びサービスを導入する職業会計人であり、
四国地区で開業する会計人とする。

２、前項に準ずるもので、理事会の承認を得たものとする。

第３条（目 的）
本会は、会員の業務の改善進歩と職域の拡大を達成することにより会員事
務所の経営基盤強化を図るとともに、社会的地位の向上と顧問先及びMJS
の繁栄に寄与し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第4条（事 業）
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
（１）会員の社会的地位の向上並びに会員事務所の合理化と業務の拡大によ

る経営基盤強化を図るための諸施策の実施
（２）会計人のためのコンピューターシステムの開発及びサービスの開発・改

善の意見統一とその普及推進
（３）会員並びにその補助者に対する各種研修・教育の実施
（４）業界ネットワークの構築と事業提携による会員並びに会員事務所への業

務改善の提案会員に対する情報の提供と機関誌の発行
（５）会員事務所と顧問先企業の発展に寄与する経営システム・経営ノウハウ

の研究と開発に関する提言
（６）会と各委員会の広報活動会員相互間の親睦と福祉事業の実施
（７）会員相互間の親睦と福祉のために必要な事業
（８）その他本会の目的を達成するために必要な事業
第4条の二
本会は第二条の目的にかかわらず、次の事業を行なう。
（１）コンピュータシステムを利用した電子申告・電子納税の普及啓蒙並びに

研修
（２）会社法令及び会計制度の研修

第５条（事 務 局）
本会の事務局は、（株）ミロク情報サービスに置く。

第６条（役 員）
本会に次の役員を置く。
（１）会長 1名
（２）副会長 ４名（各県１名）
（３）理事 １５名以内
（４）監事 ２名以内

第７条（役員の選任）
（１）役員の選任は、総会の決議による。
（２）役員の選任に関し、必要な事項は本条で定めるもののほか、役員選任

規程に定める。

第８条（会 長）
会長は、本会を代表し、会務を総括する。

第９条（副会長）
副会長は、会長を補佐し、会務の運営にあたる。

第１０条(理 事)
理事は、理事会の構成員として、会務の運営にあたる。

第１１条(監 事)
監事は、会計及び会務の執行を監査し、総会に報告する。

第１２条(役員の任期)
１．役員の任期は、就任後第２回目の定期総会の終了の時とし再任を妨げ

ない。
２．補欠または増員により選任された役員の任期は、前任または他の役員

の任期と同一とする。

第１３条(理事会)
１．理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
２．理事会は、この会則において理事会の議を要する事項と第三条に規定

する事業を遂行するための必要な事項を決定する。
３．理事会は、会長が招集し、その議長となる。

第１４条（委員会）
１．本会に次の委員会を設け、会務の遂行を有効かつ適切に行う。

（１）総務委員会
（２）システム開発委員会
（３）研修委員会
（４）広報委員会

２．委員会に委員長、委員若干名を置く。
３．委員会の構成員は、会長が委嘱する。

第１５条（地区会）
１．本会に地区会を設ける。
２．地区会は、県を単位とし、副会長を代表者とする。
３．地区会は、本会の会則に準じて運営されるものとする。

第１６条（顧問・相談役）
１．本会に、顧問・相談役を置くことができる。
２．顧問・相談役は、理事会において定める。

第１７条（総 会）
１．会長は、毎年７月に定期総会を招集する。
２．会長は、必要あると認めるときは、理事会の議を経て、臨時総会を招集す
ることができる。

第１８条(議決の要件)
総会の議決は、会員の過半数以上が出席し（委任状出席含む）、その出席し
た会員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところに
よる。

第１９条(委任による議決権)
１．総会に出席することができない会員は、他の会員に委任して、その議決権

を行使することができる。
２．前項の規定により議決権を行使する会員は、総会に出席したものとみなす。

第２０条(総会で決定すべき事項）

（１）事業報告及び決算に関する事項
（２）事業計画及び予算案に関する事項
（３）会則の改正に関する事項
（４）役員選任に関する事項
（５）その他理事会において必要と認めた事項

第２１条(事業年度)
本会の事業年度は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

第２２条(会 費)
１.本会の会員は、１事業年度について、会費２４，０００円を納入する。
２.会員は、1年分の会費を年度初めに納入するものとする。

ただし、新規会員は、入会月から１年間の会費を無料とし、１年経過する
日の翌月から年度末までの月割額を１年経過日を含む年度の４月に納入
することとする。

３.途中で退会した場合の会費は、返金しないものとする。
４.同一事務所で複数名入会する場合は、２人目からの会費は半額とする。

第２３条(経 費)
本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって支弁する。

第２４条(慶弔規程)
理事会の議を経て、旅費規程、慶弔規定を別に定める。

〔附 則〕
この規定は、昭和５２年 ７月 １日より効力を発するものとする。

平成 ２年 ６月１１日改訂
平成 ８年 ７月 ４日改訂
平成１７年 ７月１３日改訂
平成２０年 ７月 ７日改訂
平成２４年 ７月 ９日改訂
平成２５年 ７月１２日改訂
令和 ３年 ７月１６日改訂

（令和3年7月16日改定）
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会長 木村 幸博

■四国ミロク会計人会・組織図■

□総務委員会
□システム開発委員会
□情報ネットワーク委員会
□研修委員会
□広報委員会

委員会活動

事務局

監 事顧 問

徳島県 高知県 愛媛県香川県

■四国ミロク会計人会の基本的な活動■

■会員５大特典■

１．研修会・受講料の会員割引と
会員事務所職員の受講料割引サービス

２．連合会・委員会成果物のダウンロードサービス

３．情報交換・人的ネットワーク構築の場の提供

４．ＭＪＳへのシステム要望・意見の収集と改善活動

５．職員レベルアップ研修の提供

年会費

◆

◆

◆

本会の会員は、一事業年
度につき会費２４,０００円を
ご負担下さい。

会費は、各事業年度の６月
末日までにご納入下さい。

事業年度の中途入会の場
合は、入会月の翌月から事
業年度末までの月割額とし
ます。
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１．定期総会の開催

２．役員会・委員会の開催

３．税理士会認定研修会の開催

４．新年会の開催（研修会含む）

５. 懇親ゴルフ大会の開催

６ .システム意見要望の収集と報告

７．連合会委員会活動

◎今後の活動強化ポイント

・本会研修会の企画→年2回の有名講師招聘による税理士会認定研修の開催

・会計人会の活性化推進

・会員向け広報 →広報紙の発行、四半期別研修案内

・事務所職員スキルアップの為の研修

a）システム研修、運用研修 b）会員講師による各種研修 c）シリーズもの研修

・会員相互の情報交換、親睦の開催

a）会員交流会の開催

・会員及び会員事務所職員向けのＭＪＳ・税経システム研究所講師による研修会開催
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四国ミロク会計人会は、ＭＪＳ（株式会社 ミロク情報サービス）のシステムを利
用する四国の税理士・公認会計士を会員として組織される団体であり、総務委
員会、システム委員会、情報ネットワーク委員会、広報委員会、研修委員会の
各委員会の活動を中心に、ＭＪＳと連携のもと、会員間の交流、親睦と研鑽を
目指し発展することを、活動目標にしております。

経営者にとっても、また我々税理士業務を行う者にとっても、困難な時代の連
続であろうかと思いますが、職業会計人と言われる職種に身を置くものとして
は、ＭＪＳのシステムの最大限の活用と、我々自身の研修、研鑽を通して得た
知識をツールとして、関与先の発展に寄与することが、何よりも必要なことでは
ないかと考えます。

その為には会員の方々にとっても魅力のある組織づくりを目指し、多くの方々
に参加をして頂きながら、充実した四国ミロク会計人会にしていきたいと思って
おります。ご入会をお待ちしております。


